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平成15年12月24日 

各  位 

会社名 日本ハム株式会社 

代表者名 取締役社長  藤 井 良 清 

（コード番号 2282  東証・大証第一部） 

問合せ先 広報部長   西 原 耕 一 

 ＴＥＬ   06-6282-3031 

養豚事業における社内調査結果に関してのご報告  

このほど弊社の社内自主調査により、傘下の養豚事業部門のグループ会社で、法令に抵触すると

思われる行為が過去にあったことが判明いたしましたので、その内容と再発防止策等について以下

の通りご報告いたします。 

昨年来、日本ハム全グループを上げてコンプライアンスの徹底に取り組んでまいりましたが、こ

のような問題が生じ、誠に申し訳ございません。 

本件につきまして、お客様やお取引先様ならびに関係各位に多大なご迷惑をお掛けいたしますこ

とを、深くお詫び申し上げます。 

１．社内調査により判明した事実について 

（1 ）国内で承認されていない動物用ワクチン使用の件（概要） 

弊社傘下のグループ会社・道南薬品株式会社（当時、現・日本バイオラボ株式会社、本社：北海道山越

郡、当社 100%出資子会社）は、1998（平成10）年2月から 2002（平成14）年 2月までの間（1農

場に対してのみ上記期間に加えて 2002（平成 14）年 12月の 1カ月間）、「豚繁殖・呼吸障害症候

群（以下 PRRS）」といわれる病気を予防するために、アメリカおよびカナダでは承認されていま

すが、国内では承認されていない動物用ワクチンを業者から購入し、これを弊社傘下の養豚事業グ

ループ会社・日本スワイン農場株式会社（本社：青森県上北郡、当社 100%出資子会社）に販売してい

ました。日本スワイン農場株式会社は、PRRSを予防する目的でこれを飼育する親豚に使用してい

ました。以上の行為は薬事法に抵触する可能性があると判断いたしました。 

1995（平成７）年 7 月以降、日本スワイン農場株式会社の事業所がある知床、東北、九州の各地

域の家畜保健衛生所の検査結果において、当該地域は PRRS が陽性との報告がありました。その

報告にもとづき、社員である獣医師が適切と判断した医薬品の投与及び飼育環境の改善等の対策を

実施しましたが、豚（子豚）の死亡が減少しない状況が続いていました。そうした中、当該ワクチ

ンを試したところ効果が認められたため、アメリカで活用されていた衛生管理手法、肥育管理手法

を獣医師が参考にして、豚の生命を優先させ健康な豚を育成するため、当該ワクチンを使用しまし

た。 

また、1998（平成 10）年 9 月に国内で承認、同年 12 月に発売された「豚胸膜肺炎」といわれる
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病気を予防する動物用ワクチンに関して、国内で承認される前の1997（平成 9）年 12月から 1998

（平成 10）年 11月までの間、上記と同様の行為が行われていたことが判明いたしましたことをあ

わせてご報告いたします。 

（2 ）自家動物用ワクチンの製造及びグループ会社への販売の件（概要）  

道南薬品株式会社（当時）は、1995（平成 7）年から2003（平成15）年 7月までの間、日本スワ

イン農場株式会社が飼育する豚の免疫力を高める目的で自家動物用ワクチンを製造し、日本スワイ

ン農場株式会社へ販売していました。自家動物用ワクチンの製造及び投与は、獣医師による病気の

予防行為の一部であり問題はないとの認識のもと、北海道地区の農場で実施していましたが、別法

人である道南薬品株式会社（当時）が製造し、日本スワイン農場株式会社へ販売した行為は、薬事

法及び薬剤師法に抵触する可能性があると判断いたしました。 

２．当該豚肉の安全性について 

当該の豚肉につきましては、下記の理由から人間の健康に影響はありません。 

（1） 動物用ワクチンは、生体の免疫力を高め感染を予防するための、安全で有効な手段です。

ワクチンは他の薬剤のように残留したり、薬剤耐性菌が出現するものではありません。 

（2） PRRS 予防目的の動物用ワクチンにつきましては、アメリカ、カナダで承認され広く使用

されています。またその豚肉は日本に輸入され、消費されております。 

（3） PRRS 予防目的の動物用ワクチンにつきましては、親豚に投与し、親豚の抗体を子豚に移

行抗体として獲得させ、哺乳期を無事に過ごさせるために使用したものです。子豚の成長

に伴い、およそ60日～100日でその移行抗体も消滅します。 

（4） 自家動物用ワクチンは病原菌を死滅させたものですから、投与した豚が病気を発症するこ

とはありません。 

（5） 国内で生産している豚肉は、厚生労働省所管の食肉衛生検査所での全頭検査が義務付けら

れ、検査に合格したもののみが流通しています。 

（6） ご報告した疾病に関しましては豚特有の病気であり、人間に感染するものではありません。 
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３．実施した社内調査の概要  

今回の件につきましては、2003（平成 15）年 11月上旬に従業員から社外相談窓口に相談がありま

した。コンプライアンス経営を推進している弊社といたしましては極めて重大なことと受け止め、

ただちに管理本部長を責任者とし、品質保証部、監査部を中心とする社内調査チームを立ち上げ、

関係者からヒアリング等の調査を実施しました。さらに調査内容に万全を期すために第三者による

調査も必要と考え、弁護士に調査を依頼し、今回のご報告となりました。なお、監督官庁である農

林水産省には、本年12月 18日に、調査結果の第一報をご報告いたしました。また、同12月 19

日には、食品衛生法等を所管する厚生労働省にご報告いたしました。 

社内調査の概要は以下の通りです。 

（1） 調査チーム  日本ハム株式会社管理本部長（責任者）、同 コンプライアンス推進 

本部長、同 品質保証部長、同 監査部長、同 人事部長、同 食肉事 

業本部管理統括室長 

（2） 調査期間   2003（平成15）年 11月 11日～12月21日 

（3） 調査対象者     日本スワイン農場株式会社の役員（旧職含む）及び社員 

道南薬品株式会社（当時）の役員（旧職含む）及び社員 

日本ハム株式会社関連部門の社員 

（4） 調査内容   上記対象者からのヒアリング 

関係帳簿類の分析検討 

（5） 調査協力事務所  八重洲総合法律事務所 

４．関係者の処分について 

関係者の処分につきましては、以下の通りです。 

（1） 本件に関わる関係者（13名）の処分（2003年12月 24日付） 

役職（［ ］内は現職） 内 容 

日本スワイン農場㈱取締役生産事業本部長 兼 道南薬品㈱

取締役 ［日本ハム㈱食肉事業本部］ 

 
現職について諭旨解雇 
（当時職は2003年 11 月にすでに退任） 

日本スワイン農場㈱取締役道南生産部長 兼 道南薬品㈱ 

取締役 ［日本スワイン農場㈱取締役道南事業所長］ 

 
減俸 10% 6ヶ月間 

道南薬品㈱薬剤師並びに獣医師（2名） 管理職から一般職に降格 

日本スワイン農場㈱生産部担当部長並びに農場長（9名） 減給 
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（2） 日本ハム株式会社担当役員（2名）の処分（2003年 12月24日付） 

役 員 内 容 

取締役専務執行役員食肉事業本部長 

宗村 純夫 

取締役常務執行役員に降格 

（食肉事業本部長職を解き、同副本部長） 

執行役員食肉事業本部国内食肉事業部長 

 三輪 孝之 

減俸 30% 3ヶ月間 

（国内食肉事業部長職を解き、社長付） 

５．再発防止策について 

今回ご報告の件に関し、法令の認識不足を深く反省し、以下の再発防止策を実施いたします。 

（1） 2004（平成16）年 1月末を持ちまして、日本バイオラボ株式会社（旧・道南薬品株式会社）

を閉鎖いたします。 

（2） 日本ハムグループの国内産牛肉においてはすでに実施しております履歴管理（トレサビリ

ティ）を、日本ハムグループが国内で生産する豚肉、鶏肉についても2004（平成16）年 1

月から実施いたします。（2004（平成 16）年 4月より、インターネットで飼料給与履歴、

投薬履歴を含む情報開示を実施いたします） 

また、食肉処理部門を受け持つ関係会社においては、「SQF2000」（食品の安全・品質保証

システムで、第三者機関の認証制度）の取得に取り組んでおりますが、国内の豚、鶏の生

産部門を受け持つ関係会社においても「SQF1000」（第一次生産者を特定して設計された

HACCPを基本とする供給者保証規程）を2004（平成16）年度中に取得いたします。 

（3） コンプライアンス体制の確立及びその徹底について、以下のことを実施いたします。 

① 緊急法令点検の実施 

全グループ会社の経営者が責任を持って、各社ごとに法令順守に関し問題が無かった

か、特に営業許認可、資格、届出等を最重点として、2004（平成 16）年 1月中に調

査します。それをふまえ、同年3月末までに問題点の解決を図ります。 

② 全グループ会社への周知徹底 

A) 各グループ会社ごとに、コンプライアンス委員会を2004（平成 16）年 1月中に

設立します。 

B) 各グループ会社ごとの事業特性に応じた、個別の行動マニュアルを作成し、2004

（平成 16）年 3月までの間に末端まで徹底いたします。 

③ 全グループ会社において、外部コンサルタントの支援を受け、2004（平成 16）年度

末までに以下の作業を完了させます。 

A) 法令順守に関し、現場の業務に沿った教育と、周知・徹底を行います。 

B) 法令違反を犯さない倫理的マインドの醸成を行います。 

C) 業務手順を相互チェック機能が働くものに変更します。 
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◆ 

 

 

以上につきまして、お客様はじめ関係者の方々にご迷惑をおかけしたことを、深く反省しておりま

す。全グループ従業員一同、お客様に安心してお召し上がりいただける商品をお届けすることを今

一度肝に銘じ、コンプライアンス体制の強化と従業員の意識啓発を、グループ一丸となってあらた

めて推進して参ります。 
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 関 連 資 料                             

1. 国内で承認されていない動物用ワクチン使用の件（詳細） 

１）事実関係および経緯 

道南薬品株式会社は 1998（平成 10）年 2月から 2002（平成14）年 2月までの間（1農場に対し

てのみ上記期間に加えて 2002（平成 14）年 12 月の 1 カ月間）、「PRRS」を予防する目的で、日

本では承認されていない動物用ワクチン「プライムパック PRRS」（米国・シェリング プラウ ア

ニマルヘルス社製）及び「インゲルバックPRRS－ATP」（米国・ベーリンガー インゲルハイム ベ

トメディカ社製）を業者から購入し、これを日本スワイン農場株式会社に販売していました。日本

スワイン農場株式会社はこれを親豚に使用していました。 

今回判明した日本スワイン農場株式会社での当該の PRRS 予防ワクチンの使用は、子豚に移行抗

体を獲得させることが目的であったため、親豚のみへの使用で、肉用肥育豚（子豚）へは使用して

おりません。 

当事者は、大量の豚が命を落とすという悲惨な状況を何とか改善しようと、アメリカ、カナダで認

められている当該ワクチンを試したところ効果が認められたため、アメリカで行われている衛生管

理手法、肥育管理手法を参考に、当該の動物用ワクチンを使用しました。 

また、道南薬品株式会社は1997（平成 9）年12月から 1998（平成 10）年 11月までの間、「豚胸

膜肺炎（App）」を予防する目的で、1998（平成 10）年 9月には国内でも承認されましたが、当時

日本では承認されていなかった「ポーシリス APP」（オランダ・インターベット インターナショ

ナル社製）を業者から購入し、日本スワイン農場株式会社に販売していました。日本スワイン農場

株式会社では、これを肉用肥育豚（子豚）に使用していました。 

現在は、国内でも承認されているワクチン（インゲルバック PRRS 生ワクチン）を使用すること

や、豚舎の衛生管理、母豚の健康管理の徹底、また新規に導入された親豚や生まれた子豚を通常豚

舎から隔離飼育し、農場固有の環境に徐々に慣らし免疫力を高めるなどの対策によって、病気の発

生を防いでいます。 

 

 

２）使用していた動物用ワクチンについて 

日本スワイン農場において、過去使用されていた国内未承認の動物用ワクチン「プライムパック

PRRS」、「インゲルバックPRRS－ATP」及び「ポーシリスAPP」の使用期間等は、以下の通りで

す。なお、PRRS対応の当該ワクチンは、アメリカ（USDA・アメリカ農務省）、カナダ（VBS・

獣医・生化学局）で承認されており、広く使用されています。 

（アメリカでは、500頭以上の母豚を肥育する農場の約70%で、PRRS予防ワクチンが母豚に使用

されています。（出典） APHIS Info Sheet Veterinary Services Feb.2003 ） 
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３）豚繁殖・呼吸障害症候群（PRR S）について  

「PRRS」は 1987（昭和 62）年に米国で初めて確認された伝染病で、アメリカからカナダ、ドイ

ツ、西ヨーロッパと急激に蔓延し、1990（平成2）年以降に世界各国に広がり、養豚業界が甚大な

被害を被りました。 

母豚が発症した場合には流産、早産、死産が多くなったり、分娩率が著しく低下します。また子豚

（哺乳豚、離乳豚）が発症した場合には、激しい呼吸器症状をもたらし、肺炎による成長不良、衰

弱死に至ります。他の病気との複合感染による被害が大きい疾病として、当時その危険性が喚起さ

れました。現在でも日本だけでなく、世界でも深刻な豚の病気の一つです。 

1993（平成 5）年には関東地方でPRRSウイルスが初めて確認され、以後全国的に流行しました。 

日本では約 70%の豚が PRRS ウイルスの抗体を保有しており、種々の感染症の要因のひとつとし

て考えられています。 

なお、PRRSは豚特有の疾病であり、人間に感染することはありません。 

（出典）家畜衛生試験場報告（平成 5年緊急調査報告） 

日本生物化学研究所・日生研たより「豚のウイルス性疾病の侵入」：桑原博義（2002年） 

ピッグジャーナル （1998年7月） 
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（出典）養豚界（1998 年9月）             （出典）家畜衛試研究報告第 101号（1995年3月）

 

動物用ワクチン名 製造メーカー 日本スワイン農場での使用期間 許認可状況 

プライムパックPRRS 米 国、シェリング 

プラウ アニマルヘ

ルス社 

1998（H10）年2月～2000（H12）年

7 月 

国内未承認 

米国で 1997 年に承認 

カナダで 1998 年に承認 

2000 年製造中止 

（特許に関する裁判で敗訴） 

インゲルバックPRRS-ATP 米国、べーリンガ

ー  インゲルハイ

ム ベトメディカ社 

2000（H12）年 11 月～2002（H14）

年 4 月（1農場のみ上記期間及び

2002 年 12 月の 1 カ月間） 

国内未承認 

米国で 2000 年に承認 

カナダで 2000 年に承認 

ポーシリス APP オランダ、インター

ベット インターナ

ショナル社 

1997（H9）年12月～1998（H10）年

11 月 

国内で 1998 年 9 月に承認 

   1998 年 12 月から発売 
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2. 自家動物用ワクチンの製造及びグループ会社への販売の件（詳細） 

１）事実関係および経緯 

道南薬品株式会社（当時）は、1995（平成 7）年から 2003（平成 15）年 7月までの間、「豚胸膜

肺炎（App）」および「グレーサー病（Hps）」を予防する目的で、日本スワイン農場株式会社が飼

育する豚から採取し不活化した菌と、国内で承認され市販されている動物用ワクチンとを製造し、

日本スワイン農場株式会社へ販売していました。 

この行為は、農場ごとに異なる菌のタイプに対し、農場独自の対策をとる必要があったため行った

ものです。当事者は飼育する豚の免疫力を高め、生存率を向上させるために獣医師の判断で行う、

疾病に対する予防行為の一部であり、また道南薬品株式会社が従来、日本スワイン農場株式会社の

各農場が行っていた動物医薬品の購入、家畜の臨床検査等を集約して行う目的で設立した会社であ

った経緯から、同社は日本スワイン農場株式会社の一部という意識もあり、特に問題はないという

認識で行われていました。 

なお、以上のことは2003（平成15）年 7月より市販のワクチンで対応しています。 

 

 

２）豚胸膜肺炎（App）およびグレーサー病（Hps）について  

豚胸膜肺炎（App）は、肥育期の豚に急性の出血性、化膿性肺炎及び胸膜炎を発症させます。免疫

の無い豚で発症した場合には、高い死亡率を示す病気です。グレーサー病（Hps）は感染した場合、

劇的に発症する病気であり、肺炎、腹膜炎、関節炎を発症させます。なお、App、Hpsともに豚特

有の疾病であり、人間に感染することはありません。 

 

 

3. 当該豚肉の安全性について 

１）ワクチンについて 

ワクチンは、インフルエンザ、日本脳炎、胃腸炎、肺炎などウイルスや細菌の感染による疾病を予

防するべく、体内に免疫をつけるために、人、動物に接種されるものです（1796 年にイギリスの

医師ジェンナーが天然痘の予防のために、牛痘を用いて自分の子供に種痘を行ったのがワクチン接

種＝予防接種の始まりです）。 

人体、動物といった生体には、病気を起こすウイルス、細菌が侵入した場合、その侵入に対抗する

免疫といわれる体を守るシステムが働きます。 

ワクチンは、ウイルス、細菌など、異物である「抗原」に、生体内の白血球の一種が作る「抗体」

（免疫グロブリンというたんぱく質）を付着させることにより、異物を体外に排除し発症を防止す

るはたらき「抗原抗体反応」を利用したものです。一度罹った病気の原因となったウイルス、細菌

への免疫が体内に記憶されますから、同種のウイルス、細菌が再度侵入した場合には、即座に発症
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を防止する対応ができます。ワクチン接種は、このような体の仕組みを利用して、病気を起こすウ

イルス、細菌に人為的に軽く罹らせ、あらかじめ体内に免疫力をつけておく生物製剤といわれる方

法です。ワクチンは、抗生物質・抗菌剤といった薬剤の投与によって、原因となるウイルス・細菌

を死滅させる方法ではなく、また薬剤に対する耐性菌を出現させるものではありません。免疫（抗

体）ができることで、ワクチン自体は消滅してしまいます。 

したがって、投与から 3～4 ヵ月後の出荷時点においてはワクチンが体内に残留することはなく、

豚肉を含め食肉にも残りませんので、食することで人間の健康に影響することはありません。 

（出典）日経BP社日経バイオ最新用語辞典 

東京化学同人「免疫学辞典」大沢 利昭（第2版） 

月刊養豚界「やさしい免疫学・ワクチン講座」：種子野 啓（1998年） 

 

 

２）豚に使用されている動物用ワクチンについて 

動物用ワクチンとして指定され、現在豚で応用されているワクチンには、 

豚萎縮性鼻炎、日本脳炎、マイコプラズマ性肺炎、伝染性胃腸炎、豚流行性下痢、パルボウイ

ルス感染症、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）、豚丹毒、アクチノバシラス・

プルロニューモニエ感染症（豚胸膜肺炎）、インフルエンザ、グレーサー病、大腸菌性下痢、

ゲタウイルス感染症 

の 14 種類の疾病に対する物があり、感染による疾病の拡大を防止するために、家畜保健衛生所、

獣医師の指導による衛生プログラムに基づいてワクチンの接種がされます。 

 

 

３）食肉衛生検査所での全頭検査  

日本で製造される全ての畜肉（牛、豚、馬、めん羊、山羊）は、と畜場法にもとづき、全国各地の

食肉衛生検査所で、〈生体〉、〈解体時〉、〈枝肉〉の各段階で獣医師により検査され、病気の疑いが

あるものについてはさらに微生物学的、理化学的、病理学的検査をされ、検査に合格したもののみ

が流通します。 
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■ 当件関連の会社概要  ※2003（平成 15）年11月 30日現在 

① 日本スワイン農場株式会社 
本社 青森県上北郡百石町松原 1-73-1020 

設立 1983（昭和58）年 3 月 24 日 

代表者 代表取締役社長  中田 伸也 

資本金 1,301（百万円） 

日本ハム出資比率 100% 

従業員数 591 名 

事業内容 ・畜産物の繁殖と肥育 

・農産物および畜産物の─ 

  生産と加工／委託生産と仕入れおよび販売／研究と技術指導 

・ 飼料の製造と販売 

・ 肥料の製造と販売 

営業拠点 農場 27（4 事業所）、他6 

年間出荷頭数 約 600 千頭 

同社の日本ハムの

管轄本部 

食肉事業本部 

 

 

② 道南薬品株式会社（現・日本バイオラボ株式会社） 
本社 北海道山越郡八雲町立岩５４－１ 

設立 1986（昭和61）年 8 月 12 日 

2003（平成15）年 4 月 商号を現社名に変更 

代表者 代表取締役社長  河津 邦雄 

資本金 10（百万円） 

日本ハム出資比率 100% 

従業員数 8 名 

事業内容 動物用医薬品の仕入れおよび販売、家畜の臨床検査、食料品の衛生業務ならびに

コンサルタント業務、家畜用の検査器具・備品・消耗品等の設計・製造ならびに仕入

れ販売 

営業拠点 3 

同社の日本ハムの

管轄本部 

食肉事業本部 
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日 本 ス ワ イ ン 農 場 株 式 会 社 、 道 南 薬 品 （現 ・日 本 バ イ オ ラ ボ ）株 式 会 社 　 組 織 図

2003（平成15）年11月30日現在

管

理
本

部

生

産
本

部

管

理
部

知

床

事

業

所

道

南

事

業

所

東

北

事

業

所

九

州

事

業

所

道

南

検

査

所

東

北

検

査

所

九

州

検

査

所

家畜診療所

品質管理担当 品質管理担当

各　農　場　（3） 各　農　場　（12） 各　農　場　（5） 各　農　場　（7）

品質管理担当 品質管理担当

日本ハム株式会社

日本スワイン農場株式会社

道南薬品株式会社（現・日本バイオラボ株式会社）

家畜診療所 家畜診療所 家畜診療所

 
 


